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定　期　積　金　規　定

1 ．（ࣾձతྗͱの取Ҿڋઈ）
　この積金は、第 Ā条第 ù項第 ø号Ａから̛および第 ù号Ａから̚のいずれにも該当しない場
合にར用することができ、第 Ā条第 ù項第 ø号Ａから̛または第 ù号Ａから̚のҰにでも該当
する場合には、当金庫はこの積金の受入れをおஅりするものとします。
ù ．（ֻ金のࠐΈ）
（1）この積金はূॻه載の払込日にֻ金を払込みください。払込みのときはඞずこの通ாをお
差出しください。

（2）この積金は、あらかじめࢦ定された預金口座（以Լ「ࢦ定預金口座」といいます。）から
の振替によりֻ金を払込Ήことができます。この場合は、あらかじめ当金庫ॴ定のॻ໘また
は申込手続により当金庫にಧ出てください。

ú ．（ূ݊ྨのडೖΕ）
（1）খ手その他のূ݊ྨを受入れたときは、そのূ݊ྨがܾࡁされた日を払込日とします。
（2）受入れたূ݊ྨがෆりとなったときは、ֻ金になりません。ෆりとなったূ݊ྨはこ
の通ாの当該払込みه載を取消したうえ、当店で返٫します。

û （ظ࣌ࢧ金のܖڅ）．
　この積金は、満期日以後にڅ契約金を支払います。
ü ．（ࠐのԆ）
　この積金の払込みが遅Ԇしたときは、満期日を遅Ԇ期間に相当する期間܁Ԇます。または
ূॻه載のར回のׂ合によるԆ滞རଉをいただきます。
ý （ࢉܭิṇ金等のڅ）．
（1）この積金のڅิṇ金は、ূॻه載のڅ契約金とֻ金総ֹの差ֹにより計算します。
（2）約定Ͳおり払込みが行われなかったときは、つ͗によりརଉ相当ֹを計算します。
①　この積金の契約期間தにূॻه載のֻ金総ֹに達しないときは、払込日から満期日の前
日（解約日が満期日のཌ日以後の場合は解約日の前日）までの期間について、解約日にお
けるී通預金のརによって計算し、この積金のֻ金ߴ相当ֹとともに支払います。

②　当金庫がΉをえないものと認めて満期日前の解約をするときおよび第 Ā条第 ù項の規
定により解約するときは、払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における
ී通預金のརによって計算し、この積金のֻ金ߴ相当ֹとともに支払います。

③　この計算の୯Ґは1��ԁとします。
þ ．（ઌׂҾ金のࢉܭ等）
（1）この積金のֻ金が払込日前に払込まれたときは、ઌ払ׂ引金をূॻه載のར回に४じて満
期日に計算します。この場合、ઌ払 øか月以上のものに限ります。

（2）ઌ払分に応じて満期日の܁上げは行いません。
８ ．（ຬظҎޙのརଉ）
　満期日後に解約する場合、څ契約金に満期日から解約日の前日までの期間について、解約
日におけるී通預金のརによって計算したརଉを支払います。
９ ．（ղ等）
（1）この積金を解約するときは、当金庫ॴ定の払請求ॻにಧ出のҹষにより、໊ه押ҹして
この通ாとともに当店にఏ出していただく他、当金庫ॴ定の方法によるものとします。なお、
この積金を解約することについてਖ਼当な権限を有することを確認するため、公的ॻྨのఏ示
等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫がඞཁと認めるときはこの確認ができ
るまでは解約を行いません。

（2）次の各号のҰにでも該当し、積金契約者との取引を継続することがෆ適である場合には、
積金契約者に通知することによりこの積金を解約することができるものとします。
①　積金契約者が、次のいずれかに該当したことが໌した場合
Ａ．ྗஂ
Ｂ．ྗஂһ
̘．ྗஂ४構һ
̙．ྗஂؔ係ا業
̚．総ձ等、ࣾձӡ動等ඪ΅うΰϩまたは特घ知ྗूஂ等
̛．その他前各号に४ずる者
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②　積金契約者が、自らまたは第ࡾ者をར用して次のいずれかに該当する行ҝをした場合
Ａ．ྗ的なཁ求行ҝ
Ｂ．法的な任をえたෆ当なཁ求行ҝ
̘．取引にؔして、ڴഭ的なݴ動をし、またはྗを用いる行ҝ
̙．෩આをྲྀし、ِ計を用いまたはҖྗを用いて当金庫の৴用をᆝଛし、または当金庫
の業務をする行ҝ

̚．その他前各号に४ずる行ҝ
③　この預金がϚωーɾϩーϯμϦϯά、ςϩࢿ金ڙ༩、経ࡁ制ࡋに৮する取引にར用さ
れ、またはそのおそれがあると当金庫が認め、ϚωーɾϩーϯμϦϯά等止の؍で当
金庫が預金口座の解約がඞཁとஅした場合

（ৼ替࠲ޱ）．÷1
（1）振替日には、ࢦ定預金口座からֻ金ֹを自動的に引མし、この積金へ払込みます。この場
合、ී通預金規定または当座צ定規定にかかわらず、預金通ாおよび払請求ॻのఏ出また
はখ手の振出はඞཁありません。

（2）振替日当日が休日の場合はཌӦ業日に振替えます。ただし、振替ࢦ定日が月末でその日が
休日となった場合は前Ӧ業日に振替えます。

。がֻ金ֹに満たないときは、その月の口座振替を行いませんߴ定預金口座のࢦ（3）
（4）振替日、ࢦ定預金口座等を変更する場合は、当金庫ॴ定のॻ໘によって申出てください。
。定預金口座が解約された場合は、この口座振替は終了したものとして取扱いますࢦ（�）
（6）この口座振替は、当事者のҰ方の合でいつでも解約することができます。ただし、当金
庫に対する解約の通知はॻ໘によるものとします。

11．（௨等）
　ಧ出のあった໊ࢯ、ॅॴにあてて当金庫が通知または送ॻྨを発送した場合には、Ԇணし
または到達しなかったときでも通ৗ到達すき࣌に到達したものとみなします。

1ù．（ಧग़߲ࣄの変更ɺ௨ாのߦൃ࠶等）
（1）この通ாҹষをࣦったとき、または、ҹষ、໊শ、ॅॴその他のಧ出事項に変更があっ
たときは、ちに当金庫ॴ定のॻ໘によって当店にಧ出てください。このಧ出の前に生じた
ଛについては、当金庫は任をෛいません。

（2）この通ாまたはҹষをࣦった場合のこの積金のڅ契約金等の支払いまたは通ாの࠶発行
は、当金庫ॴ定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保ূਓを
求めることがあります。
　なお、通ாを࠶発行する場合は、当金庫ॴ定の࠶発行手ྉをいただきます。

1ù ʵ ù ．（ݟޙਓ等のಧग़）
（1）Ոఉࡋॴの৹により、ิॿɾ保ࠤɾ後ݟが開始された場合には、ちに後ݟਓ等
の໊ࢯその他ඞཁな事項を当金庫ॴ定のॻ໘によって当店にಧ出てください。預金者の
後ݟਓ等について、Ոఉࡋॴの৹により、ิॿɾ保ࠤɾ後ݟが開始された場合もಉ༷に
ಧ出てください。

（2）Ոఉࡋॴの৹により、任意後ݟಜਓのબ任がされた場合には、ちに任意後ݟਓの
。その他ඞཁな事項を当金庫ॴ定のॻ໘によって当店にಧ出てください໊ࢯ

（3）すでにิॿɾ保ࠤɾ後ݟ開始の৹を受けている場合、または任意後ݟಜਓのબ任がさ
れている場合にも、前 ù項とಉ༷に当店にಧ出てください。

（4）前 ú項のಧ出事項に取消または変更等が生じた場合にもಉ༷に当店にಧ出てください。
（�）前 û項のಧ出の前に生じたଛについては、当金庫は任をෛいません。
1ú．（ҹؑর߹）
　この通ா、諸ಧその他のॻྨに使用されたҹӨをಧ出のҹؑと相当の意をもってর合し、
相ҧないものと認めて取扱いましたうえは、それらのॻྨにつきِ、変その他の事ނがあっ
てもそのために生じたଛについては、当金庫は任をෛいません。

1û．（ৡɺ࣭ೖΕのࢭې）
（1）この積金およびূॻ（通ா）は、ৡまたは࣭入れすることはできません。
（2）当金庫がΉをえないものと認めて࣭入れを承諾する場合には、当金庫ॴ定のॻࣜにより
行います。

1ü．（อൃނࣄݥੜ࣌に͓͚るੵ金ܖऀ͔Βの૬ࡴ）
（1）この積金は、満期日がະ到དྷであっても、当金庫に預金保険法の定める保険事ނが生じた
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場合には、当金庫に対するआ入金等の債務と相ࡴする場合に限り当該相ֹࡴについて期限が
到དྷしたものとして、相ࡴすることができます。なお、この積金に、࣭権等の୲保権がઃ定
されている場合にもಉ༷の取扱いとします。

（2）前項により相ࡴする場合には、次の手続きによるものとします。
①　相ࡴ通知はॻ໘によるものとします。当金庫ॴ定の払請求ॻにಧ出ҹを押ҹして通知
とಉ࣌に当店にఏ出していただく他、当金庫ॴ定の方法によるものとします。

②　ෳのआ入金等の債務（積金契約者の当金庫に対する債務、第ࡾ者の当金庫に対する債
務で積金契約者が保ূਓになっているもの）がある場合にはॆ当のॱং方法をࢦ定してく
ださい。ただし、この積金で୲保される債務がある場合には、当該債務から相ࡴするもの
とします。当該債務が第ࡾ者の当金庫に対する債務である場合には、積金契約者の保ূ債
務から相ࡴされるものとします。

③　前号のॆ当のࢦ定のない場合には、当金庫のࢦ定するॱং方法によりॆ当いたします。
④　第 ù号によるࢦ定により、債権保શ上支োが生じるおそれがある場合には、当金庫は遅
滞なく異ٞをड़、୲保ɾ保ূの状況等をྀߟして、ॱং方法をࢦ定できるものとします。

（3）第 ø項により相ࡴする場合のརଉ相当ֹ等については、次のとおりとします。
①　この積金のརଉ相当ֹの計算については、その期間を払込日から相ࡴ通知が当金庫に到
達した日の前日までとして、རは約定ར回を適用するものとします。

②　आ入金等の債務のརଉ、ׂ引ྉ、遅Ԇଛ金等の計算については、その期間を相ࡴ通知
が当金庫に到達した日までとして、ར、ྉは当金庫の定めによるものとします。また、
आ入金等を期限前หࡁすることにより発生するਫ਼算金、ଛ金、手ྉ等の支払いはෆཁ
とします。

（4）第 ø項により相ࡴする場合の֎国ҝ替相場については当金庫の計算࣮行࣌の相場を適用す
るものとします。

（�）第 ø項により相ࡴする場合においてआ入金の期限前หࡁ等の手続きについてผの定めがあ
るときには、その定めによるものとします。ただし、आ入金の期限前หࡁ等について当金庫
の承諾をཁする等の制限がある場合においても相ࡴすることができるものとします。

1ý．（休眠預金等׆༻๏にるҟಈࣄ༝）
　当金庫は、この預金について、以Լの事由をຽ間公ӹ活動をଅਐするための休眠預金等に係
るࢿ金の活用にؔする法（以Լ「休眠預金等活用法」といいます。）にもとづく異動事由と
して取り扱います。
①　引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預
金ֹに異動があったこと（当金庫からのこの預金のརଉの支払に係るものを除きます。）

②　手ܗまたはখ手のఏ示その他の第ࡾ者による支払の請求があったこと（当金庫が当該
支払の請求を把握することができる場合に限ります。）

③　預金者等から、この預金について次に掲げる情ใのఏڙの求めがあったこと（この預金
が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公ࠂ（以Լ、ຊ項において「公ࠂ」といいま
す。）の対象となっている場合に限ります。）
Ａ．公ࠂの対象となる預金であるかの該当ੑ
Ｂ．公ࠂ前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取るॅॴ

1þ．（休眠預金等׆༻๏にる࠷ऴҟಈ等）
（1）この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅
い日をいうものとします。
①　前条に掲げる異動が最後にあった日
②　কདྷにおける預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについて
は、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日

③　当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発した
日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経
過した場合（１か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日の
うちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。）
に限ります。

④　この預金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日
（2）第１項第２号において、কདྷにおける預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の
各号に掲げる事由のみをいうものとし、当該事由のある預金にあっては、預金に係る債権の
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行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
①　預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期
日）

②　初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
当該事由が生じた期間の末日

Ａ．異動事由（前条第１項各号において「異動事由」として掲げる事由をいいます。）
Ｂ．当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める次項の通知を発し
たこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か
月を経過した場合（１か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知
した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを
除きます。）に限ります。

③　法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停
止されたこと

当該支払停止が解除された日
④　この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含み
ます。）の対象となったこと

当該手続が終了した日
⑤　法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されているこ
とまたは予定されていたこと（ただし、当金庫が入出金の予定を把握することができるも
のに限ります。）

当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
⑥　城南総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げる事由が生じたこと

他の預金に係る最終異動日等
1８．（休眠預金等代替金に関する取扱い）
（1）この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る
債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することにな
ります。

（2）前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を
請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫
に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受け
ることができます。

（3）預金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法
第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任し
ます。
①　この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え
または国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと

（4）当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第３項による
休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①　当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委
託を受けていること

②　前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権
を取得する方法によって支払うこと、この場合、取得する預金債権は定期積金（特典サー
ビスは含みません。）とする

1９．（規定の変更等）
（1）この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、店頭表示、ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容
および変更日を公表することにより、変更できるものとします。

（2）規定の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　　上
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